
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

（個人
こ じ ん

の秘密
ひみつ

は固
かた

く守
まも

られますので、安心
あんしん

してご相
そう

談
だん

ください） 

場所
ば し ょ

  安芸
あ き

高田市
た か た し

吉田町
よ し だ ち ょ う

吉田
よ し だ

791番地
ば ん ち

   

安芸
あ き

高田市
た か た し

役所
や く し ょ

 1階
かい

 社会
し ゃかい

福祉課
ふ く し か

 

     時間
じ か ん

  平日
へいじつ

  窓口
ま ど ぐ ち

  午前
ご ぜ ん

９時
じ

   ～ 午後
ご ご

５時
じ

 

（電話
で ん わ

  午前
ごぜん

8時
じ

30分
ふん

  ～ 午後
ご ご

５時
じ

15分
ふん

） 

 

生活
せいかつ

にお困
こ ま

りの方
かた

へ 

 

☎・お太助フォン 42－5615 
FAX
ふぁっくす

  0826－42－2130   E
いー

メール
め ー る

 shakaifukushi@city.akitakata.jp 

 

秘密
ひ み つ

 

厳守
げんしゅ

 

 

 

失業
しつぎょう

して家賃
や ち ん

が払
はら

えない 

住
す

む場所
ば し ょ

がない・・・ 

税金
ぜいきん

や借金
しゃっきん

、医療費
いりょうひ

など

の支払
し は ら

いが苦
くる

しい・・・ 

仕事
し ご と

がみつからない 

生活
せいかつ

が不安
ふ あ ん

だ・・・ 

病気
びょうき

やけがで

働
はたら

けない 

これからどう

しよう・・ 

たとえば・・・ 

なや そうだん 

 

  

 

安芸高田市マスコットキャラクター たかたん 

た  す  け  ふ  ぉ ん でんわ 

mailto:shakaifukushi@city.akitakata


生活困窮者自立支援法にもとづき 経済的に困窮し最低限度の生活を維持

することができなくなるおそれのある方を対象に 次の事業を実施して自立

を支援します。 
 

 

○自立相談支援事業                          

 

 

 

 

 

 

 

○住居確保給付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪支援のながれ≫ 

相談を受付 

来所または電話でご相談ください。 

窓口に来ることができない場合は訪問させていただきます。 

地域や親族の方など本人以外でもご相談ください。 

課題を整理 
困っている問題を細かく整理し分析します。 

内容によっては他の専門機関や専門職を紹介したり同行します。 

計画を策定 
問題の改善に向けて目標や取り組みを相談者や関係者と一緒に

考え計画を立てます。 

目標への取り組みと

支援 

目標に向かって取り組んでいただくことを関係者や関係機関と

連携・協力しながら支援していきます。 

必要なときには計画を見直します。 

問題の解決 
目標を達成したり問題が改善すると支援が終結します。 

支援が終結しても困ったときはいつでもご相談ください。 

   

生活に困窮している方の相談に応じ、その人の状態にあった支援計画を作成し、 

必要なサービスの提供につなげる。 

関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う。 

関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発に取り組む。 

 

 

＜就職活動を支えるための家賃補助＞ 

離職等により住宅を失った（そのおそれが高い）方で、収入・資産・求職活動等 

支給要件を満たす方に有期で家賃額（上限あり）を支給する。 

＜家計改善のための転居費用補助＞ 

収入が著しく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方で、収入・資産・ 

家計改善等支給要件を満たす方に転居費用（上限あり）を支給する。 

 


